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資料１－１

令和３年度（2021年度）歯・口腔の健康づくりに係る施策の推進状況

１ 趣旨

道民の生涯にわたる歯･口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ効果的な推進のため制

定した「北海道歯・口腔の健康づくり８０２０推進条例」第16条に基づき、令和３年度（2021

年度）における施策の推進状況を報告する。 〔資料１－２：条例概要〕

２ 施策の推進状況

条例第８条に基づき、第３期「北海道歯科保健医療推進計画（８０２０歯っぴぃプラン）」

を平成30年（2018年）３月に策定し、令和５年度（2023年度）末までの６年計画（※１）で道

民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりを推進している。ライフステージと歯科疾患の特性と

の関連等を考慮して「４つのテーマ」を設定し、テーマごとに現状と課題を踏まえた施策を定

めている。このうち特に優先度の高い施策を「重点施策」と位置付け、市町村や関係団体と連

携し取り組んでいるところ。 〔資料１－３：計画概要〕

（※１） 国では、令和３年に、医療計画など他の計画との期間を一致させるため「歯科口腔保健の推進に関

する基本的事項」の計画期間を１年延長しており、これを受け本計画期間を令和５年度までに変更。

（１）むし歯の予防

重 点 施 策 保育所・小学校等におけるフッ化物洗口の推進

な ア 市町村等に対するフッ化物洗口導入の支援主

推 進 状 況 ○ 未実施市町村に対する関係団体との合同による個別訪問や関係者で構成

する会議の開催など、保健福祉及び教育関係者に対し導入の働きかけ

イ フッ化物洗口の実施状況（令和３年度末現在） 〔資料１－４：調査結果〕

○ 実施市町村数：１７４市町村

ウ フッ化物洗口のむし歯予防効果に関する調査研究

○ フッ化物洗口によるむし歯予防効果の確認・評価のため、道内５市町村

の児童生徒のむし歯の発生状況を毎年度調査

（２）歯周病の予防

重 点 施 策 成人が歯科健診・保健指導を利用できる機会の確保

主 な ア 成人歯科健診プログラム保健指導推進事業

推 進 状 況 ○ 事業所に歯科医師・歯科衛生士を派遣し、歯科健康教育、口腔内診査及

び歯科保健指導から構成される歯科健診を実施 → 中止（※２）

○ 成人歯科健診推進研修の開催 → 中止（※２）

○ 新聞紙面を活用した定期的な歯科健診受診の普及啓発（変更（※２））

イ 成人歯科保健に係る道民歯科保健実態調査

○ ８０２０歯っぴぃプランの目標値の達成状況を把握するため、成人期か

ら高齢期の道民を対象に口腔の健康に関する実態を調査

【２０市町村:３，５１１名】

ウ 歯周病と糖尿病に関わる医科歯科連携の推進

○ 歯周病の予防及び口腔衛生管理の保健指導従事者講習等への講師派遣

【１回１７０名】

（※２）新型コロナウイルスへの感染リスクを踏まえたもの
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（３）高齢者の低栄養及び誤嚥性肺炎の予防

重点施策 高齢者等に対する口腔ケア提供体制の整備

主 な ア 介護施設等への歯科医師や歯科衛生士の支援

推 進 状 況 ○ 利用者への食事提供や口腔ケアに困難さを抱える介護施設等に対し、歯

科医師や歯科衛生士が支援を行い、地域の多職種との連携促進により課題

解決策を検討 【６圏域】

・認知症に伴う失行・失認等による食事摂取困難事例

・脳梗塞の後遺症による摂食・嚥下困難事例 等

○ 地域への普及啓発を目的に、会議等にて取組、検討事例等の報告

イ 在宅歯科医療連携室の運営の促進

○ 三次医療圏ごとに整備されている在宅歯科医療連携室の運営に対する助成

○ 主な事業内容

・専任相談員（歯科衛生士）の配置

・在宅歯科医療や口腔ケア相談対応

・医療機関及び介護等他分野との連携推進に向けた諸活動

○ 主な活動実績

・在宅歯科医療や口腔ケアに関する相談対応 【９３０回】

・在宅歯科医療のための事前訪問 【３６９回】

・介護事業所等における研修会の開催 【８１回】

・在宅歯科医療連携推進委員会の開催 【３回】

ウ 歯科医療従事者認知症対応力向上研修の開催

○ 認知症患者や家族の支援を目的に、歯科医療従事者が認知症ケアの基礎

知識や歯科診療上配慮すべきことを習得するための研修を開催

【６圏域:８４名】

エ 食・口腔機能改善専門職等養成事業

○ 在宅及び診療所等に勤務する歯科衛生士等が、地域ケア会議や一般介護

予防事業等において、口腔機能の維持・向上等に係る専門的助言を行う上

で必要な知識等を習得するための研修を開催 【３回:２７０名】

（４）障がいのある人等への歯科保健医療サービスの充実
重 点 施 策 障がい者歯科医療協力医の確保と歯科医療ネットワークの充実

主 な ア 障がい者歯科医療協力医の指定（指定期間：令和３年４月から５年間）

推 進 状 況 ○ 新規 １３名

○ 更新 １０２名

※障がい者歯科医療協力医数（令和３年４月現在）２３５名

イ 障がい者歯科医療協力医養成研修会の開催

○ 新規養成実地研修 （２回中１回を中止（※２）） 【１回：１１名】

○ 指定更新研修 【２回：１７９名】

ウ 歯科保健センターの運営の促進

○ 心身障がい者（児）の歯科診療を促進するため三次医療圏ごとに整備

している歯科保健センターの運営に対する助成

（５）その他の取り組み

歯 科 保 健 ア 歯科医療安全体制推進研修の開催

医 療 提 供 ○ 「歯科診療所における院内感染防止対策セミナー」及び「医療安全に関

体制の充実 するセミナー」 【各２回：５５６名】

イ 災害時の歯科保健医療体制の確保

○ 災害時に適切な歯科保健医療活動に必要な知識の向上を図るため道内の

行政技術職員等を対象に研修会を開催 【１回:２７名】


